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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月30日(2010.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示の実行条件が成立した後に可変表示の開始条件が成立したことに基づいて、各
々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示装置を備え、識別情報の表示
結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態とする遊技機であ
って、
　識別情報の可変表示を実行しているときに、動画像と文字列画像とを組み合わせた演出
表示を前記可変表示装置に行わせる演出表示制御手段と、
　前記演出表示制御手段が前記可変表示装置に表示させる文字列画像の種類に応じて特定
表示結果となる確率を異ならせるように、決定用データが複数種類の文字列画像を示すデ
ータに割り振られた文字列決定用テーブルを用いて、前記演出表示制御手段が演出表示に
用いる文字列画像を示すデータを選択決定する文字列画像決定手段と、を備え、
　前記文字列決定用テーブルは、前記演出表示制御手段により実行される動画像を用いた
演出表示の表示態様が同一であっても、文字列画像の表示態様に応じて特定表示結果とな
る確率が異なるように、決定用データが各文字列画像を示すデータに割り振られている、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本願の請求項１に記載の遊技機は、可変表示の実行条件（例
えば普通可変入賞球装置６への入賞）が成立した後に可変表示の開始条件（例えば可変表
示装置４における前回の可変表示及び大当り遊技状態の終了）が成立したことに基づいて
、各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示装置（例えば可変表示装
置４）を備え、識別情報の表示結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な
特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）とする遊技機であって、識別情報の可変表示を実
行しているときに、動画像と文字列画像とを組み合わせた演出表示を前記可変表示装置に
行わせる演出表示制御手段（例えばＣＰＵ１１２やＧＣＬ１１５など）と、前記演出表示



(2) JP 2009-291647 A5 2010.11.18

制御手段が前記可変表示装置に表示させる文字列画像の種類に応じて特定表示結果となる
確率を異ならせるように、決定用データが複数種類の文字列画像を示すデータに割り振ら
れた文字列決定用テーブル（例えば連続予告中台詞決定テーブル１７１、ハズレ最終予告
時台詞決定テーブル１７２、大当り最終予告時台詞決定テーブル１７３）を用いて、前記
演出表示制御手段が演出表示に用いる文字列画像を示すデータを選択決定する文字列画像
決定手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ４２３の台詞表示手順決定処理を実行する部
分）と、を備え、前記文字列決定用テーブルは、前記演出表示制御手段により実行される
動画像を用いた演出表示の表示態様が同一であっても、文字列画像の表示態様（例えば図
６５（Ａ）～（Ｄ）、図６６（Ａ）～（Ｄ）、図６７（Ａ）～（Ｄ）、図６８（Ａ）～（
Ｄ）において台詞表示エリア４２に表示される文字列画像の表示態様）に応じて特定表示
結果となる確率が異なるように、決定用データが各文字列画像を示すデータに割り振られ
ている（例えばハズレ最終予告時台詞決定テーブル１７２と大当り最終予告時台詞決定テ
ーブル１７３とでは、台詞Ｂ－３～台詞Ｂ－６、台詞Ｃ－２～台詞Ｃ－５、台詞Ｄ－１～
台詞Ｄ－４の各表示制御プロセステーブルに対するランダムＲ１０の値の割当が異なって
いる点など）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記連続予告判定手段は、前記事前判定手段の判定結果と判定回数に基づき、前記連続
回数決定手段により決定される識別情報の可変表示回数が多くなるに従って識別情報の表
示結果が特定表示結果となる確率が高くなるように、決定用データが連続予告を実行する
か否かの判定結果に対して割り振られている連続予告決定用テーブル（例えばハズレ時連
続予告判定テーブル１４２及び大当り時連続予告判定テーブル１４３）を用いて、複数回
の識別情報の可変表示にわたる連続予告を実行するか否かを判定するようにしてもよい。
この構成によれば、識別情報の表示結果が特定表示結果となる確率は、動画像を用いた演
出表示が長く継続するに従って高まってゆくので、遊技者の期待感を高めることができ、
遊技の興趣性が向上する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　文字列の画像を表示させるパターンとして複数種類の文字列画像表示パターンを示すデ
ータを格納する文字列画像表示パターン格納手段（例えば台詞表示制御プロセステーブル
メモリ１３１ｂ）と、前記文字列画像表示パターン格納手段から読み出した文字列画像表
示パターンを示すデータを用いて前記可変表示装置に表示させる文字列画像を生成する文
字列画像生成手段（例えばＧＣＬ１１５の画像データ処理部１６３など）、とをさらに備
え、前記演出表示制御手段は、識別情報の可変表示を実行しているときに、前記データ再
生手段が行う動画再生による動画像と前記文字列画像生成手段により生成された文字列画
像とを組み合わせた演出表示を前記可変表示装置に行わせる文字列表示制御手段（例えば
ＣＰＵ１１２がステップＳ４４２の台詞画像表示制御処理を実行する部分）と、前記文字
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列表示制御手段が前記可変表示装置に表示させる文字列画像の種類に応じて特定表示結果
となる確率を異ならせるように、決定用データが前記文字列画像表示パターン格納手段に
格納された各文字列画像表示パターンを示すデータに割り振られた文字列決定用テーブル
（例えば連続予告中台詞決定テーブル１７１、ハズレ最終予告時台詞決定テーブル１７２
、大当り最終予告時台詞決定テーブル１７３）を用いて、前記文字列画像生成手段が文字
列画像の生成に用いる文字列画像表示パターンを示すデータを選択決定するパターン決定
手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ４２３の台詞表示手順決定処理を実行する部分）
、とを含むようにしてもよい。この構成によれば、同一の動画像データを用いた動画再生
が行われるときでも、可変表示装置に表示される文字列画像の種類に応じて特定表示結果
となる確率を異ならせることができるので、動画像データのデータ量を増大させることな
く多様な演出表示が可能となる。これにより、動画像データの格納に必要な記憶容量を抑
えることができ、データ圧縮された動画像データを用いた演出表示のための制御負担を軽
減することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　前記文字列決定用テーブルは、前記文字列画像生成手段によって生成される文字列画像
の表示態様（例えば図６５（Ａ）～（Ｄ）、図６６（Ａ）～（Ｄ）、図６７（Ａ）～（Ｄ
）、図６８（Ａ）～（Ｄ）において台詞表示エリア４２に表示される文字列画像の表示態
様）に応じて特定表示結果となる確率が異なるように、決定用データが各文字列画像表示
パターンを示すデータに割り振られている（例えばハズレ最終予告時台詞決定テーブル１
７２と大当り最終予告時台詞決定テーブル１７３とでは、台詞Ｂ－３～台詞Ｂ－６、台詞
Ｃ－２～台詞Ｃ－５、台詞Ｄ－１～台詞Ｄ－４の各表示制御プロセステーブルに対するラ
ンダムＲ１０の値の割当が異なっている点など）ようにしてもよい。この構成によれば、
遊技者が大当りとなる可能性を容易に認識することができ、大当りに対する期待感が高め
られる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前記文字列画像生成手段により生成される文字列画像は、前記事前判定手段によって特
定表示結果とすることが決定されたときに識別情報の表示結果が特定表示結果となること
を示す文字列画像（例えば図６８（Ｄ）において台詞表示エリア４２に表示される文字列
画像など）を含むようにしてもよい。この構成によれば、遊技者にとって意外な演出表示
が行われるので、文字列画像に対する関心を高めることができ、文字列画像を用いた演出
表示の効果を高めることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　前記演出表示制御手段は、段階的に画像を出現させるフェードイン処理を行うことで前
記可変表示装置における表示画像の切替表示を実行させるフェードイン切替表示手段（例
えばＣＰＵ１１２がステップＳ５３１のフェードイン処理を実行する部分）と、段階的に
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画像を消滅させるフェードアウト処理を行うことで前記可変表示装置における表示画像の
切替表示を実行させるフェードアウト切替表示手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ５
３３のフェードアウト処理を実行する部分）と、前記フェードイン切替表示手段による表
示画像の切替表示が完了した後に表示されているフレームデータの画像から動画再生を開
始させる動画再生開始手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ５２８の処理を実行する部
分）と、前記データ再生手段による動画再生を終了するときに、動画再生の終了時におけ
るフレームデータの画像を表示する動画再生終了手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ
５２５の処理を実行する部分）、とを含み、前記フェードイン切替表示手段は、前記デー
タ再生手段による動画再生を開始するときに使用されるフレームデータから透過度を段階
的に高めていった複数のフェードイン画像を生成するフェードイン画像生成手段（例えば
ＧＣＬ１１６がＣＰＵ１１２におけるステップＳ５４５に応じた処理を実行する部分）と
、前記フェードイン画像生成手段により生成された各フェードイン画像を、透過度が最も
高められているフェードイン画像から、透過度がより低いフェードイン画像に順次移行さ
せ、最終的に前記フレームデータの画像を表示させることにより前記フェードイン処理を
実行するフェードイン処理手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ５４６～Ｓ５４９の処
理を実行する部分）、とを含み、前記フェードアウト切替表示手段は、前記データ再生手
段による動画再生を終了するときに使用されるフレームデータから透過度を段階的に高め
ていった複数のフェードアウト画像を生成するフェードアウト画像生成手段（例えばＧＣ
Ｌ１１６がＣＰＵ１１２におけるステップＳ５６５に応じた処理を実行する部分）と、前
記フェードアウト画像生成手段により生成された各フェードアウト画像を、動画再生の終
了時におけるフレームデータの画像から、透過度がより高められているフェードアウト画
像に順次移行させ、最終的に透過度が最も高められているフェードアウト画像を表示させ
ることにより前記フェードアウト処理を実行するフェードアウト処理手段（例えばＣＰＵ
１１２がステップＳ５６６～Ｓ５６９の処理を実行する部分）、とを含むようにしてもよ
い。この構成によれば、動画像データのデータ量を増大させることなく、フェードイン表
示やフェードアウト表示を行うことができるので、動画像データのデータ量を増大させる
ことなく多様な演出表示を可能として動画像データの格納に必要な記憶容量を抑えること
ができる。また、画像切替時の違和感を緩和することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　前記演出表示制御手段は、所定の静止画像表示タイミングとなったことに応じて前記デ
ータ再生手段による動画再生を中断する動画再生中断手段（例えばＣＰＵ１１２がステッ
プＳ５２５の処理を実行する部分）と、前記動画再生中断手段により動画再生が中断され
たときに、動画像データに含まれる静止対象画像データに基づいて、前記可変表示装置に
おける動画像表示を静止画像表示に切り替える静止画像表示切替手段（例えばＣＰＵ１１
２がステップＳ５２６の処理を実行する部分）と、動画再生処理が中断される中断期間中
に、前記静止対象画像データを使用することで、前記可変表示装置上に静止画像を表示さ
せる静止画表示制御手段（例えばＣＰＵ１１２がステップＳ３０６を実行した後に再びス
テップＳ１５２の可変表示中処理を実行する部分）と、前記中断期間が終了したときに、
前記可変表示装置における静止画像表示を動画像表示に切り替える動画像表示切替手段（
例えばＣＰＵ１１２がステップＳ５２８の処理を実行する部分）、とを含むようにしても
よい。この構成によれば、動画像を用いた演出表示中における表示画像に変化がない場面
で、そのような場面を表示させるための動画像データを用意する必要がなくなり、静止表
示を行うための動画像データを削減することができる。従って、動画像データ全体のデー
タ量を低減させることができ、動画像データの格納に必要な記憶容量を抑えることができ
る。
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【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４５】
　再生期間決定手段が、連続回数決定手段により連続した動画像を用いた演出表示を行う
ことが決定された識別情報の可変表示回数に応じて、データ再生手段が行う動画再生によ
る動画像の再生期間を決定するので、連続した動画像を用いた演出表示が行われる可変表
示の実行回数が異なる場合でも、同一の動画像データを用いて動画像による演出表示を行
うことができる。これにより、動画像データのデータ量を増大させることなく多様な演出
表示を可能として動画像データの格納に必要な記憶容量を抑えることができ、データ圧縮
された動画像データを用いた演出表示のための制御負担を軽減することができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４６】
　連続予告判定手段は、連続回数決定手段により決定される識別情報の可変表示回数が多
くなるに従って識別情報の表示結果が特定表示結果となる確率が高くなるように、決定用
データが連続予告を実行するか否かの判定結果に対して割り振られている連続予告決定用
テーブルを用いて、複数回の識別情報の可変表示にわたる連続予告を実行するか否かを決
定するので、識別情報の表示結果が特定表示結果となる確率は、動画像を用いた演出表示
が長く継続するに従って高まってゆくこととなる。これにより、遊技者の期待感を高める
ことができ、遊技の興趣性が向上する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４７】
　識別情報の可変表示を実行しているときに、データ再生手段が行う動画再生による動画
像と文字列画像生成手段により生成された文字列画像とを組み合わせた演出表示を、文字
列表示制御手段が可変表示装置に行わせる。ここで、文字列表示制御手段が可変表示装置
に表示させる文字列画像の種類に応じて特定表示結果となる確率を異ならせるように決定
用データが各文字列画像表示パターンに割り振られている文字列決定用テーブルを用いて
、パターン決定手段が文字列画像表示パターンを選択決定するので、同一の動画像データ
を用いた動画再生が行われるときでも、可変表示装置に表示される文字列画像の種類に応
じて特定表示結果となる確率を異ならせることができる。これにより、動画像データのデ
ータ量を増大させることなく多様な演出表示を可能として動画像データの格納に必要な記
憶容量を抑えることができ、データ圧縮された動画像データを用いた演出表示のための制
御負担を軽減することができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４８】
　文字列画像生成手段によって生成される文字列画像の表示態様に応じて特定表示結果と
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なる確率を異ならせることができるので、遊技者が大当りとなる可能性を容易に認識する
ことができ、大当りに対する期待感が高められる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４９】
　事前判定手段によって特定表示結果とすることが決定されたときに識別情報の表示結果
が特定表示結果となることを示す文字列画像を文字列画像生成手段により生成することが
できる。これにより、遊技者にとって意外な演出表示が可能となり、文字列画像に対する
関心を高め、文字列画像を用いた演出表示の効果を高めることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５０】
　フェードイン画像生成手段がデータ再生手段による動画再生を開始するときに使用され
るフレームデータから透過度を段階的に高めていった複数のフェードイン画像を生成し、
フェードイン処理手段がフェードイン画像生成手段により生成された各フェードイン画像
を、透過度が最も高められているフェードイン画像から、透過度がより低いフェードイン
画像に順次移行させ、最終的にフレームデータの画像を表示させることによりフェードイ
ン処理を実行する。また、フェードアウト画像生成手段がデータ再生手段による動画再生
を終了するときに使用されるフレームデータから透過度を段階的に高めていった複数のフ
ェードアウト画像を生成し、フェードアウト処理手段がフェードアウト画像生成手段によ
り生成された各フェードアウト画像を、動画再生の終了時におけるフレームデータの画像
から、透過度がより高められているフェードアウト画像に順次移行させ、最終的に透過度
が最も高められているフェードアウト画像を表示させることによりフェードアウト処理を
実行する。これにより、動画像データのデータ量を増大させることなく、フェードイン表
示やフェードアウト表示を行うことができるので、動画像データのデータ量を増大させる
ことなく多様な演出表示を可能として動画像データの格納に必要な記憶容量を抑えること
ができ、データ圧縮された動画像データを用いた演出表示のための制御負担を軽減するこ
とができる。また、画像切替時の違和感を緩和することができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２５１】
　動画再生中断手段により動画再生が中断されたときに、動画像データに含まれる静止対
象画像データに基づいて、静止画像表示切替手段が可変表示装置における動画像表示を静
止画像表示に切り替える。また、中断期間が終了したときには、動画像表示切替手段が可
変表示装置における静止画像表示を動画像表示に切り替える。これにより、動画像を用い
た演出表示中における表示画像に変化がない場面で、そのような場面を表示させるための
動画像データを用意する必要がなくなり、静止表示を行うための動画像データを削減する
ことができる。従って、動画像データ全体のデータ量を低減させることができ、動画像デ
ータの格納に必要な記憶容量を抑えることができ、データ圧縮された動画像データを用い
た演出表示のための制御負担を軽減することができる。
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